
宝達志水町の給与 日定員管理等について

1 総括

(1)人件費の状況 (普通会計決算)

(注)人件費には、職員に支払われる給与のほか、町長や町議会議員等の特別職に支払われる給料、報酬等を含みます。

(2)職員給与費の状況 (普通会計決算)

1

2
3

(参考)一人当
たり給与費

B/A

(参考)類似団体
平均一人当
たり給与費

千 円

5,277

千 円

5,406

の

職員数は、令和2年 4月 1日 現在の普通会計に属する人数です。
給与費については、任期付短時間勤務職員 (再任用職員 (短時間勤務))の給与費が含まれており、

職員数には当該職員を含んでいない。

(3)ラ スパイレス指数の状況
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(注)1 ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数

(構成)を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表 (―)適用職員の俸給月額を

100と して計算した指数。

2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

※ 令和2年 4月 1日 のラスパイレス指数が、① 3年前に比べ 1ポイント以上上昇している場合、② 3年連続で上

100 えている そい について

①給料表の

[∈D

(4)給与制度の総合的見直 しの実施状況について

断銹轟議玩姦及野尋ξ弄言訂扁環罷病塩琢議 ＼
I

見直し

未実施 ]

実施内容 (平均引下げ率、実施 (実施予定)時期、経過措置の有無等具体的な内容 (未実施の場合には、その理由)

(給料表
(内容)

の改定実施時期)平成27年 4月 1日

一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ平均15%引き下げ。 (最大で△28%見 直し率)

激変緩和のため、3年間 (平成30年3月 31日 まで)経過措置 (現給保障)を実施。他の給料表についても
一般行政職給料表との均衡を踏まえ見直しを実施。

区  分 住民基本台帳人口

(3年 1月 1日 )

歳 出 額

A

実質収支 人 件 費

B

人件費率

B/A
(参考)

元年度の人件費率

2年度 人

12,787

千円

9,556,700

千 円

446,167

千円

1,127,033

%

11.8

%

15.0

給 与 費

職員手当 期末・勤勉手当 計  B

区  分 職員数

A 給 料

人 千円

453,006

千円

54,407

千 円

173,291

千円

680,704

2年度

区分間の人事異動による職員構成の変動による

②その他の見直し内容

扶養手当について、国と同様に段階的に見直し (平成29年4月 1日 )



2 職員の平均給与月額こ初任給等の状況

(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 (令和3年4月 1日 現在 )

①一般行政職

区  分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

(国比較ベース)

宝達志水町 43,9 歳 299,200 円 333,796 円 315,943 円

石川県 41,9 歳 317,354 円 399,134 円 350,395 円

国 43,0 歳 325,827 円 407,153 円

類似団体 41.6 歳 302,803 円 352,918 円 325,787 円

②技能労務職

※個人情報の観点から、職員が1～ 2名 の場合はデータを全て「*(アスタリスク)」 とする。

* てヽ て ヤ している。(平成30年～令和2年の3ヶ年平均)

*技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
*年収ベースの「公務員 (C)」 及び「民間(D)」 のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支
給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。
(注)1 「平均給料月額」とは、令和3年 4月 1日 現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる挟養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当
の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかかにされているものである。
また、「平均給与月額 (国 比較ベース)」 は、比較のため国家公務員と同じベース (=時間外勤務手当等を除いたも

の)で算出している。

(2)職員の初任給の状況 (令和3年 4月 1日 現在 )

区   分 宝達志水町 石 川 県 国

一般行政職 大 学 卒 182,200円 182,600円 182,200 円

高 校 卒 150,600円 151,000円 150,600円

技能労務職 高 校 卒 147,900円 148,300円 円

中 学 卒 139,900円 132,600円 円

(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 (令和3年4月 1日 現在)

区   分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職 大 学 卒 245,400 円 328,200 円 345,600 円 366,100 円

高 校 卒 224,900 円 ― 円 325,900 円 359,900  円

技能労務職 高 校 卒 円 ― 円 円 ***円

中 学 卒 円 ― 円 円 円

区  分

公務員 民 間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

(Al

平均給与月額
(国比較ベース)

対応する民間
の類似職種

平均

年齢

平均給与
月額 (B)

A/B

宝達志水町 38.8 歳 3 235,100 円 262,000 円 251,600 円

うち自動車運転手 ***  鍔霊 1 ***円 *** 円 *** 円
自家用乗用 自動
童穏離手 59.8 270,400

うちその他技能労務璃 ***  歳 2 ***円 **半 円 *** 円

石川県 55.4 歳 156 301,391 円 333,020 円 313,766 円

国 50.9 歳 2,201 286,947 円 328,603 円

類似団体 51.4 歳 5 289,923 円 303,628 円 298,440 円

参 考

年収ベース(試算値)の比較区  分

公務員(C) 民間(D) C/D

**十 円 3,828,000

宝達志水町

翻



3 -般 行政職の級別職員数等の状況

(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況 (令和3年4月 1日 現在 )

(注)1 宝達志水町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
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区  分 標準的な職務内容 職員数 構成比 1号給の

給料月額

最高号給の

給料月額

1,伊t 主事
人

15

%
13.6

円

146,100

円

247,600

2級 主任、主事
人

21

%
19.1

円

195,500

円

304,200

3級 主幹、主任
人

41

%
37.3

円

231,500

円

350,000

4級 課長補佐、次長
人

18

%
16.4

円

264,200

円

381,000

51伊〔 課長、担当課長
人

14

%
12,7

円

289,700

円

393,000

61伊〔 課長
人

0

%
0,0

円

319,200

円

410,200

7級 参事、課長
人

1

%
0.9

円

362,900

円

444,900

令和 2年 4月 2日 から令和 3年 4月 1日

までにおける運用

宝達志水町 国

管理職員 一般職員
特定管理
職員

一般職員

イ 人事評価を実施した O O O O

○ O ○ ○

口 人事評価を実施していない



4 腱 昌 当の状況

(1)期 末手当・勤勉手当

(注) ( )内 は、再任用職員に係る支給割合である。

(2)退職手当 (令和3年4月 1日 現在 )

(注)退職手当の1人当たり平均支給額は、2年度に退職した職員に支給された平均額である。

(3)特殊勤務手当 (令和3年4月 1日 現在 )

宝達志水町 石川県 国

1人当たり平均支給額 (2年度)

1,395千円

1人当たり平均支給額 (2年度)

1,634千 円

(2年度支給割合)

期末手当

2.55 月分

(1,45)月 分

勤勉手当

1.9 月分

(0,90)月 分

(2年度支給割合)

期末手当

2.55 月分

(1.45)月 分

勤勉手当

1,9 月分

(0.90)月 分

(2年度支給割合)

期末手当

2.55 月分

(1,45)月 分

勤勉手当

1,9 月分

(0,90)月 分

(加算措置の状況)

時t制上の段階、職務の級等による加算措置 有

(加算措置の状況)

硝完制上の段階、職務の級等による加算措置 有

(加算措置の状況)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

宝達志水町 国

令和2年度中における運用

管理職員 一般職員
特定管理

職員
一般職員

O O O O

○ ○ ○ ○

イ 人事評価を実施 した

口 人事評価を実施 していない

宝達志水町 1国

(支給率)

勤続20年

勤続25年

勤続35年

最高限度額

1人当たり平均文給額

自己都合

19.6695

28,0395

39,7575

47,709

2,198

応募認定・定年

24.586875月 分

33.27075 月分

47.709 月分

470709 月分

17,477 千円

応募認定・定年

24.586875  月′分

33.27075 月分

47,709 月分

47.709 月分

自己都合

月分

月分

月分

月分

千円

19.6695

28.0395

39,7575

47709

月分

月分

月分

月分

支給実績 (2年度決算) 28,417千円

支給職員1人当たり平均支給年額 (2年度決算) 604,617 円

職員全体に占める手当支給職員の割合 (2年度) 21.5 %

手当の種類 (手当数) 4種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

(2年度決算)

左記職員に対する支給単価

行旅死亡人等処置手当
行旅死亡人又は行旅病人の収容
作業に従事した職員

行旅死亡人又は行旅病
人の収容作業 0 千円 死亡人1万円、病人 3千円

医療業務手当

医療業務及び診療業務について
の調査、研究に従事する医療給料
表の適用を受ける職員のうち、町
長の定める職員

医〉寮業務及び診療業務
についての調査、研究

15,249 千円
予算の範囲内で町長が別に
定める額

防疫等作業手当

釉型コロナワィルス感染戸正から町民
の生命及び健康を保護するために
従事した職員、感染症の患者等の
身体に接触して行う作業に従事
した職員

新型コロナ与クィルス感染症
忠者等に接して行う診療、
救護、看護、検査、搬送、
病原体付着物等の処理
作業等

2,855 千円

日額3,000円

(患者等の身体に接触する作
業又は患者等に長時間接す
る作業は4,000円 )

放射線取扱手当

エックス線その他の放射線を人体
に対して照射する作業に従事する
職員

エックス繰その他の放射
繰を人体に対して照射す
る作業

168 千円 月額7,000円

夜問看護等手当

病院に勤務する助産師、看護師又
は准看護師の師の資格を有する職
員及びこれらの職員の業務を補助
する職員

正規の動務時間による勤
務の一部又は全部として
年後10時から翌日の午前
5時までの間において看
護等の業務に従事したと
き。

10,017 千円

1深夜における勤務時間が4

時間以上 3,550円
2深夜における勤務時間が2

時間以上4時間未満 3,100円

3深夜における勤務時間が2

時間未満 2,150円

l丙 匠に勤務する医療給料表の適
用を受ける職員のうち町長の定め
る職員

正規の動務時間以外の
時間において、勤務の時
間帯その他に関し町長が
定める特別な事情の下で
救急医療等の業務に従

128 千円 1回 1,240円



(4)時間外勤務手当

支給実績 (2年度決算) 22,324千円

職員1人当たり平均支給年額 (2年度沢算) 184千円

支給実績 (元年度決算) 22,981千円

職員1人当たり平均支給年額 (元年度決算) 175千円

(注)職員 1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績 (2年度決算)」 と同じ年度の

4月 1日 現在の総職員数 (管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。)

であり、短時間勤務職員を含む。

(5)そ の他の手当 (令和3年4月 1日 現在 )

手 当 名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

支給実績
(2年度決算)

支給職員珂人当たり

平均支給年額

(2年度決算)

扶養手当 O扶養親族のある職員に対して下記の

区分により支給

・配偶者     6,500円
・子       10,000円
・父母等     6,500円
・満16歳 の年度初めから満 22歳の

年度末までの子 5,000円

(1人につき 。加算額 )

同 12,869千円 276,000 円

住居手当 〇借家・借間居住者

・家賃が月額27,000円 以下

家賃-16,000円

・家賃が月額27,000円 を超え61,000円未満

(家賃-27,000円 )× 1/2+11,000円

・家賃が月額61,000円 以上

28,000円

同 1,413千円 235,200円

通勤手当 O交通機関を利用して運賃等を負担 して

いる職員

・運賃相当額が55,000円 以内

全額支給

・運賃相当額が55,000円超

55,000円

○交通用具等を使用している職員

2～ 5km   2,000円
5～ 10k皿   4,200円
10～ 15k皿   7,100円
15～ 20km  10,000円

20～ 25kn  12,900円

25～ 30km  15,800円
30～ 35km  18,700円

35～ 40kュ  21,600円
40～ 45血   24,400円
45～ 50血   26,200円
50～ 55km  28,000円
55～ 60k皿  29,800円

60km以上    31,600円

同 6,978千円 67,200 円

管理職手当 O管理又は監督の地位にある職員について、

その特殊性に基づいて支給

給料表の別に、職務の級及び区分に応 じて

29,600円～77,400円

同 8,072千 円 476,400円



5 特別職の報酬等の状況 (令和3年4月 1日 現在 )

(注)1 退職手当の「1期の手当額」は、4月 1日

勤めた場合における退職手当の見込額である。
2ただし町長の給料は任期満了まで10%カ ットしている。

6  駐 数の状況

(1)部 門別職員数の状況 と主な増減理由

月額及 率に基 き、1期 (4年 =48月 )

区   分 給 料 月 額 等

(参考)類似団体における最高/最低額
給

　
料

長

長町

町

副

760,000円

600,000円
最高額

846,000  円

680,000 円
最低額

518,000 円

479,000 円

報

　

酬

長

長

員

議

議

副

議

337,000円

285,000円

275,000円

最高額

354,000 円

306,000 円

288,000  円

最低額

247,000 円

198,000 円

175,000 円

町長、副町長 (令和 2年度支給割合) 3.35月期
末
手
当 議長、副議長、議員 (令和 2年度支給割合) 3.35月

退
職
手
当

長

長町

町

副

(算定方式)

76万円×在職年数×(100/100+487/100)

60万 円×在職年数×(100/100+207/100)

(1期の手当額)

17,844,800円

7,368,000円

(支給時期)

任期毎

任期毎

職   員   数区

部  門 令和3年 令和2年

対前年
増減数

主 な 増 減 理 由

3 3 0

39 42 △ 3 職員配置の見直し

9 9 0

26 27 △ 1 職員配置の見直し

13 9 4 職員画己置の見直し

0 0 0

9 8 1 職員配置の見直し

2 2 0

議 会

総 務

税 務

民 生

衛 生

労 働

農林水産

商 工

土 木 7 7 0

一
般
行
政
部
門

計 108 107 1

<参考>

人日1万人当たり職員数 8517  人

教育部門 21 22 △ 1

普
通
会
計
部
門

小 計 129 129 0

<参考>

人日1万人当たり職員数 101,73  人

76 76 0 職員配置の見直し

3 3 0

3 3 0

病 院

水 道

下水道

その他 7 7 0

会
計
部
門

公
営
企
業
等

小 計 89 89 0

合  計
218

[ 273 ]

218

[ 273 ]

0

<参考 >

人 口1万 人当ナ‐り】静昌貌 17191    人

2[  ]内 は、条例定数の合計です。



(2)年齢別職員構成の状況 (令和3年4月 1日 現在 )
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(3)職員数の推移

(注)1 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

(各年4月 1日 現在)

区 分

20歳

未満

20病霊

ど

23病勇

24歳

ど

27病続

28歳

ど

31歳

32病霊

ど

35デ受

36病第

ど

39歳

40歳

P

43歳

44歳

ど

47歳

48歳

ど

51歳

52病霊

P

55歳

56歳

ど

59歳

60歳

以 上

計

職員数
人

0

人

5

人

13

人

15

人

19

人

21

人

23

人

35

人

37

人

18

人

22

人

10

人

218

年度

門別
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

過去5年間の
増減数 (率 )

一般行政 116 116 114 111 107 108 ▲ 8  ▲ 7.5%

教育 22 22 22 23 22 21 ▲ 1  ▲ 4.5%

普通会計計 138 138 186 134 129 129 ▲ 9  ▲ 7.0%

公営企業等会計計 88 87 88 89 89 1 1.1%

総合計 226 225 224 223 218 218 ▲ 8  ▲ 3.7%



職員の服務等について

1 職員の勤務時間その他勤務条件の状況

(1)勤務時間の状況 (令和3年4月 1日 現在 )

勤務時間 8 : 30 17 : 15(1週 間の勤務時間 38時間45分 )

休憩時間 12 : 00 18 : 00

振り1こよります

(2)休暇 の状況 (令和 3年4月 1日 現在 )

職員の休暇については、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」及び「職員の勤務時間、休暇等に関する規
則」により定められています。

2 職員の分限及び懲戒処分の状況

※懲戒処分 :職員に、法令等違反や全体の奉仕者である公務員としてふさわしくない非行があった
場合などに、公務員関係の秩序を維持するため、制裁として行うもの。

※分限処分 :公務の能率を維持し公務の適正な運営を確保するため、勤務実績が良くない場合や
心身の故障により長期の休養を必要とする場合に、職員の意に反して行うもの。

区分 事 由 期    間

病
気
休
Hrズ

下記以外 90日 の範囲内

結核性疾患 1年の範囲内

公務上又は通勤による負傷又は疾病 必要と認められる期間

特
月lJ

休
H限

選挙権その他公民としての権利の行使 必要と認められる期間

証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体
の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

骨髄移植のための登録又は提供に伴う検査、入院等 必要と認められる期間

自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行 う
場合

1の年において 5日 の範囲内

特

月叫

休

H限

結婚休暇
連続する7日 (土 日を除く)の
範囲内

産前・産後体暇 産前 8週間・産後 8週間

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のため
の授乎L等を行う場合

1日 2回それぞれ 30分以内の
期間

生理休暇 2日 以内の範囲内

職員の妻の出産に伴う入退院の付添い等を行う場合
妻が入院する等の日から出産の
日後 2週間の期間内に2日

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子を
看護する必要がある場合

1の年において5日 の範囲内

忌引休暇
親族の区分により1日 から7日
の範囲内

父母等の追悼のための特別な行事 1日 の範囲内

夏季休暇
7月 から9月 までの間に5日 の

範囲内

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が減失
し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のた
め勤務しないことが相当であると認められるとき

7日 の範囲内

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により
勤務することが困難であると認められる場合

必要と認められる期間

介
護
休
H限

吼偶者、父母、子、配偶者の父母及び兄弟姉妹等を2週間以
上にわたり介護するため、勤務しないことが相当であると認
められるとき

介護を必要とする一の継続する
状態ごとに、連続する6月 の範
囲内

免  職 停  職 械  給 戒  告
懲戒処分 0人 0人 1人 0人

免  職 降  任 休  職 降   給
分限処分

0人 0人 1人 0人


